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台湾特許資料 

台湾特許出願における審査官インタビュー制度が改定され、 

審査官インタビューの利用価値が高まる（発効日： 2017年 7月 1日） 
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１．はじめに 

より確実に且つ効率よく権利化を図るために、審査官インタビュー（"in-person interview"）

を行うことは、台湾プラクティスにおいて非常に有効な措置であると言われています。審査官イ

ンタビュー（専利法第 42条及び同 76条）を行う場合、特許出願の拒絶理由に対する応答書を

ファイルすると同時に審査官インタビューを申請することが一般的です。 
 

これまでは、台湾において、応答書をファイルする前に審査官インタビューを申請しても、

審査官は認めてくれないことが通常でした。 
 

このような状況下で、台湾知的財産局（TIPO）は、2017年 4月から 6月までの 3ヶ月間、

これまでの審査官インタビューに対する改善点を含む新たな審査官インタビューの試行を実施

しました。その後、これまでの審査官インタビュー制度を改定し、2017年 7月 1日 から新た

な審査官インタビュー制度の正式運用を開始しました。新たな審査官インタビュー制度について、

以下に詳細に説明します。 
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